
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  役員退職金の損金算入時期 

Ｑ：役員の退職金を支給しなければなりま

せんが、資金繰りの関係で分割支給を検討し

ています。この場合の退職金の損金算入時期

はどうなりますか？  

 

Ａ：原則は株主総会等の決議等によりその

額が確定した日の事業年度ですが、支給した

日の事業年度に損金経理をすれば認められま

す。 

【解説】 

役員退職金の損金算入時期は、株主総会等

の決議等によりその額が具体的に確定した日

の属する事業年度が原則となっていますが、

具体的に確定する事業年度の前の事業年度に

おいて、取締役会で内定した金額を支給し、

これを損金経理したときは、この支給日の属

する事業年度において損金の額に算入するこ

とが出来ることとされています。 

この取扱いは、役員退職金を分割支給する

場合においても同じですから、原則は、株主

総会等の決議等によりその額が具体的に確定

した日の属する事業年度の損金となりますが、

実際に支給した日の属する事業年度において

支給した金額について損金経理をすれば、こ

れが認められることとなります。 

ただし、分割支給する合理的な理由もなく

分割支給をして利益操作をしていると認めら

れるときは、否認されるものと思われます。 

また、支給が長期にわたって行われるとき

は退職年金とみなされることもありますので

注意してください。 

Ｒ Ｅ Ｄ Ａ Ｓ   Ａ
リ ー ダ ァ ス ク ラ ブ

 

１９９４年 １月 ６日 創 刊 ・毎 日 発 行  

リ ー ダ ァ ス ク ラ ブ Ｆ Ａ Ｘ ニ ュ ー ス  

（２００８年）平成２０年   金曜日  月９  日 

 
５

発行所 株式会社 
大阪市中央区備後町２－４－６ 
編集発行人：税理士 三輪 厚二  

Tel  ：06-6209-7678

Fax ：06-6209-8145ＦＰシミュレション― 

第 

 

3 5 9 5  

 

号 


